
令和７年度山形県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付要綱 

 

 （目的及び交付） 

第１条 知事は、訪問介護等（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対

応型訪問介護をいう。以下同じ）サービスについて、担い手の確保及び経営の安定化を

図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保するため、安心して働き

続けられる環境整備に向けた取組みや利用者確保に向けた広報等経営改善に向けた取組

みを実施する訪問介護等事業所に対して、訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実

施要綱（令和７年２月５日老発 0205第３号厚生労働省老健局長通知）に基づき、山形

県補助金等の適正化に関する規則（昭和 35年８月県規則第 59号。以下「規則」とい

う。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該補助金を交付す

る。 

 

（補助事業者） 

第２条 この補助金の対象となる事業者は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づ

く指定又は許可を受けた山形県内の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所（以下「補助事業者」という。）とする。 

２ 補助事業者は、次の各号の要件を満たさなければならない。 

（１） 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していな 

いこと。 

（２） 本店、支店及び事業者の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」 

という。）、又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

 

 （補助対象事業） 

第３条 この補助金の対象となる事業は、令和７年４月７日から令和８年１月 31日にお

いて実施する次の各号に定める事業とする。 

（１） 人材確保体制構築支援事業 

ア 研修体制の構築の支援 

ホームヘルパー希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安

心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向

上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組み。 

イ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、

当該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に

従事した経験のない介護職員等に同行し、技能・技術の向上に向けた指導を行う

取組み。 

なお、同行する回数や期間については、個々の状況により、適切に判断するこ

と。 

（２） 経営改善支援事業 



介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に 

係る経費や広報宣材（リーフレット、チラシ等）の作成・印刷等の広報に関す

る取組み。 

 なお、補助対象となる広報活動は、新たに実施するもの、又は活動の拡大

（広報の対象とする範囲の拡大、広報宣材の増加、広報の方法の見直し等）に

より実施するものに限る。 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、別表の第２欄に掲げる項目ごとに、対象経費の実支出

額、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と同表の第３欄に定める基準額を

比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助事業者は、規則第５条に定める補助金交付申請書（規則別記様式第１号）に

以下の書類を添え、知事が別に定める日までに提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 （別記様式第１号） 

（２） 所要額調書 （別記様式第２号） 

（３） 積算内訳書 （別記様式第３号－①、３号－②、３号-③） 

（４） その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定の通知） 

第６条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、当該補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、事業に要する経費の 10の２を

超えない増減とする。 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により、知事の承認を受けようとするときは、事業 

計画変更承認申請書（別記様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）

は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記様式第５号）により速やか

に、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の５月 30日までに知事に報告し

なければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本

社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合

等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが



確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の全部若しく 

は一部の中止、又は廃止について知事の承認を受けようとするときは、その理由を記 

載した補助事業中止（廃止）承認申請書（別記様式第６号）を知事に提出しなければ 

ならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれるとき又は補助事

業の遂行が困難になったときは、規則第７条第１項第２号の規定により、補助事業遅延

等報告書（別記様式第７号）を知事に提出し、指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 10条 補助事業者は、知事の要求があったときは、規則第 12条の規定による補助事業

状況報告書（規則別記様式第２号）に事業実施状況調書（別記様式第８号）を添付し

て、速やかに知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 11条 規則第 14条の規定に基づく補助金実績報告書（規則別記様式第２号）の提出期

限は、補助事業完了後から 30日を経過する日又は令和８年２月 27日のいずれか早い日

までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業実績報告書（別記様式第９号） 

（２） 精算書（別記様式第 10号） 

（３） 積算内訳書（別記様式第３号－①、３号－②、３号－③） 

（４） 支出したことがわかる書類 

（５） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の支払い） 

第 12条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第 13条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類

を整備し、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の翌

年度から起算して５年間保存しなければならない。 

２ 補助事業者は、当該補助事業に係る経理を、他の経理と明確に区分して処理しなけれ

ばならない。 

 

附 則 

この要綱は令和７年５月 22日から施行する。 



別表 

 

１ 区分 ２ 項目 ３ 基準額 ４ 対象経費 

人材確保体制構

築支援事業 

ア 研修体制の

構築の支援 

１事業所当たり

10万円 

報酬、給料、職員手当等、共済

費、賃金、報償費、旅費、需用

費、役務費、委託料、使用料及

び賃貸料、備品購入費、負担

金、補助金及び交付金 

イ 経験年数が

短いホームヘル

パー等への同行

支援 

（中山間地域

等・離島地域に

事業所が所在す

る場合） 

※経験年数が短

いホームヘルパ

ー１人につき

30回まで 

30分未満の同

行支援 1回につ

き 3,500円 

30分以上の同

行支援 1回につ

き 5,000円 

経営改善支援事

業 

介護人材・利用

者確保のための

広報活動に関す

る支援 

１事業所当たり

30万円 

報酬、給料、職員手当等、共済

費、賃金、報償費、旅費、需用

費、役務費、委託料、使用料及

び賃貸料、備品購入費、負担

金、補助金及び交付金 

※ 以下の経費は対象外とする。 

・ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している

経費 

・ 既存のホームページの維持管理経費 

・ 振込手数料 


